
2026年 4月更新

1

入居予定者向け「入居案内」

東京大学 追分インターナショナル・ビレッジ

このお知らせには、追分インターナショナル・ビレッジ（以降、｢追分ビレッジ」と

いう。）への入居予定者が入居に先立ち知っておくべきこと、承諾すべきことが記載さ

れています。必ず通読し、内容を把握することは、すべての入居予定者の責務です。

1. 追分ビレッジ事務室の連絡先

質問などありましたら、追分ビレッジ事務室にご連絡ください。

追分ビレッジ事務室

住所：    〒113-0023 文京区向丘 1 丁目 12 番 8 号

（東京大学 追分インターナショナル ハウス内）

電話：   03-3830-8961

ﾌｧｸｼﾐﾘ：  03-3830-8962

E ﾒｰﾙ：   oiwake_lodge.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp

窓口業務時間：月～金曜日   8:00～12:00 / 13:00～20:00
       土・日曜日と祝日 8:00～12:00 / 13:00～18:00

（事務室の窓口業務は 12:00～13:00 休止しております。）

※年末年始含め、休業日なし

入居当日は、事務室の上記受付時間内に、追分ビレッジにお越しください。

追分ビレッジ事務室の受付時間外の到着は、原則認められていません。時間内に

到着できない場合は、必ず前もって事務室に連絡してください。

原則として、入居許可期間の最初の日から 7 日以内に、必ず追分ビレッジに入居し

てください。（事前の連絡と正当な理由がないままこの条件を履行しないと、入居を

取り消されることがあります。）

成田空港、羽田空港、または追分ビレッジへのおおよその到着時間を必ず教えてく

ださい。

2. 別送品

ビレッジ事務室は、入居前に到着する別送品を受け付けていません。別送品を送る

場合は、居住者自身が入居後に直接引き取りを行えるように手配をしてください。
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3. 到着時に必要な書類

入居には、以下の書類などの提出が必要です。必ずお持ちください。

1) 入居届（同居人がいる場合は、入居者全員の顔写真の貼付が必要です。）

2) 誓約書

3) 新入居者の方へ

注： 上記 3 点の書面は、入居前に記入を完成してください。以下のサイトから

ダウンロードできます。

https://www.utokyo.ac.jp/adm/housingoffice/ja/download/index_00002.html

4) 入居許可通知書

5) パスポートと在留カード

注： これら 2 点の書面は、コピーを取り、その場で返却します。通知書は、

「OSTA 申請結果（当選）」という見出しの通知メールに添付されていたも

のです。

※日本国籍の方については、パスポートと在留カードの提出は必要ありません。

上記 (1)～(4) の書類をお揃えください。

4. 入居時の案内

到着後間もなく、事務室職員が追分ビレッジ内および居室を案内します。これには

30 分程度を要しますが、その間、追分ビレッジで生活するうえで重要な事柄につい

ての説明があります。分からないことなどありましたら、遠慮なく質問してくださ

い。

5. 鍵

追分ビレッジ事務室から居室の鍵を受け取ってください。鍵を紛失または破損しな

いようにご注意ください。紛失や破損の際、交換に要する費用は、居住者の負担と

なります。

6. 寝具

ベッド、マットレスを除く寝具（枕、枕カバー、シーツ、毛布、掛け布団、など）は、

各居住者が用意することになっています。居室内には、ベッド、マットレス、防水マ

ットレスプロテクター（単身室 2 を除く）のみが備わっています。なお、個人にて寝

具を用意する場合であっても、居室ベッド用のベッドパッドについては指定のもの

を購入する必要があります。

寝具の詳しい説明については、下記 URL をご覧ください。

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/housing-office/ja/download/index_00002.html

寝具購入申請書は実入居日の 10 日前までに必ず事務室宛にご提出ください。ベッ

ドパッドについては必ず指定のものを購入しなければなりませんので、入居者は全
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員、同申請書を提出する必要があります。

※追分ビレッジ事務室での寝具貸し出しは、行っておりません。

※ベッドセットにはベッドパッドが含まれています。

7. 居室の状態の確認（到着時）

宿舎入居時に、事務室より「居室チェックリスト（到着時）」を手渡されます。

この書面は、入居したときの居室の状態を証明するもので、非常に重要です。

到着から 7 日以内に書面を記入のうえ、必ずご提出ください。

同書面の提出がない場合には、前居住者によって生じた施設・備品の損傷に対し、

責任を負うことになります。

8. 駐車場

引越のために自動車を使用する場合は、追分ビレッジ事務室に事前にご連絡くださ

い。（居住者が常用できる駐車スペースは、ありません。）

9. インターネット

各居室に備え付けの LAN ケーブルを使って、インターネットを利用できます。

また、入居者が利用できる Wi-Fi ネットワークには、ロッジ Wi-Fi と

UTokyoUTokyo Wi-Fi があります。

詳細は以下 URL をご覧ください。

（日）https://utelecon.adm.u-tokyo.ac.jp/utokyo_wifi/lodge/

（英）https://utelecon.adm.u-tokyo.ac.jp/en/utokyo_wifi/lodge/

10. 郵便物

居室番号の記載のない郵便物、ネットショッピング購入品や宅急便は、

配達できないことがあります。これらを送ることが見込まれる家族、友達や業者の

方には、以下の 2 点を伝えておいてください。

1) 宿舎名・居室番号をはっきりと記す。（例）追分ビレッジ XXX 号室

2) 宛名は、アルファベットで記入する。

11. 喫煙について

6 階コミュニティー・ルーム 1 外の給湯施設に隣接したベランダが、喫煙所です。

追分ビレッジ内では、居室内、バルコニーを含め、この喫煙所以外での喫煙は固

く禁止されています。

12. 主な規則

12-1. 禁止行為

以下の行為は、固く禁じられています。



2026年 4月更新

4

1) ｢東京大学憲章｣ https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/overview/b04.html にて

謳われている基本的人権の尊重の定めや、｢東京大学ダイバーシティ＆インクル

ージョン宣言｣ https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/actions/di01.html に反し、

宿舎内での生活において他の居住者や宿舎運営に関わる如何なる人へのハラス

メントや脅迫など、他者の人権を侵害するような行為を行うこと。

2) 動物（ペット）の飼育。

3) 土足（靴、サンダル等）のままでの居室への入室。

4) バルコニーに、洗濯物や寝具を干すこと。

5) 共有スペースに私物を置くこと。

6) 居室内の設備にシールやテープなどを貼ったり、画鋲や釘で穴を開けたり、フ

ックを付けたりする行為。

7) (あらかじめ備わった機器などを除き）火気を使用すること。

8) 非居住者に居室を貸すこと。

9) 指定の喫煙所以外での、喫煙。

10)  居室内外で大声で話したり、大音量で音楽を流したりする行為。

  11) 許可なしにビレッジ敷地内に駐車すること。

   12) 家族や友人を宿泊させること。

12-2. 夫婦／家族室での同居について

原則、夫婦室／家族室での同居については、宿舎申請時に申込を行わなければな

りません。同居夫婦／家族は、原則与えられた許可期間の間に亘って共に宿舎に

住む必要があります。

もし、同居予定家族の宿舎入居がご自身の入居日よりも遅れる場合は、必ずその

旨 宿舎事務室にお知らせください。なお、同居予定家族が遅れて入居される場合

は、宿舎到着日に必ずビレッジ事務室に立ち寄り、お部屋の鍵の受取り、ならび

に居住者情報登録のための必要書類の提出を行ってください。

仮に一人の居住者が、その宿舎申請内容に反し、ビレッジにおける夫婦／家族室

を長期に亘って単独使用していることが認められた場合は、直ちに宿舎退去を命

じられる場合もありますので、ご留意ください。また、同居家族の人数に変更が

生じた場合には、速やかにビレッジ事務室にお知らせください。

12-3. 退去処分

各居住者は、本入居案内記載の諸規則を遵守する必要があります。なお、宿舎規則

に違反した場合や、追分ビレッジの管理運営に重大な支障を与えたと見なされた場

合には、退去処分となることがあります。

12-4. 外泊

緊急時に備え、事務室には、居住者に常に連絡できる体制が求められます。追分ビ

レッジ以外の場所にて外泊される場合は、事前に「旅行・外泊届」に記入のうえ、

事務室に提出してください。用紙は事務室にて入手可能な上、以下サイトからもダ
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ウンロードできます。

また、帰寮したら、その旨事務室に口頭ないしメールで報告して下さい。

■東京大学インターナショナル・ロッジ「旅行・外泊届」

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/housingoffice/ja/download/index_00002.html

12-5. 訪問客の宿舎への立ち入り及び宿泊について

宿舎外部から訪問客を招き入れるときは、必ず自室等へ案内する前に宿舎事務室

に立ち寄り、来客者名簿に各自氏名等を記入してもらってください。外部訪問客  

の訪問時間は 22 時までとなりますので、必ずその時間までに宿舎から退館して

もらってください。宿舎内にはゲストルームがありません。上記 12-1 の定めにあ

るとおり、如何なる理由があっても、外部訪問客の宿泊は固く禁じられていますの

で、ご留意ください。外部訪問者が宿泊する必要がある場合は、各自で必ず外部の

ホテル等を探してください。

12-6. 音についての配慮

宿舎内では 23 時から 8 時までの間、音に対して配慮する必要があります。

この時間帯において、話し声、音楽、その他の音が居室外に漏れないよう

十分ご配慮ください。また、同時間帯における共用スペースでの集会も禁止

されております。居住者は常に音に関するマナーを守り、他の居住者への

配慮を怠らないようお願いいたします。

13. 費用

居住者は、毎月以下の料金を支払わなくてはなりません。

1) 部屋代

2) 光熱水道通信費（電気・ガス・水道・インターネット料）

3) 共益費

共益費は、居住者全体の利益のために用いられます。

入居した月の各料金は、以下のとおりです。

居室
部屋代 光熱水道通信費 共益費

月額 日額 月額 日額 月額

単身室 1 64,000 円 2,140 円 14,500 円 485 円 2,000 円

単身室 2 91,000 円 3,030 円 20,700 円 690 円 2,000 円

夫婦室 121,000 円 4,040 円 27,300 円 910 円 3,200 円

家族室 154,000 円 5,140 円 28,700 円 960 円 3,700 円
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請求書は、毎月 10 日ごろに宿舎入居時に登録したＥメールアドレスに発行されま

すので、同月 20 日までに支払いを済ませてください。

支払方法は、Ｅメールに記載された Flywire 支払いページより、日本国内の銀行か

らの銀行振り込み（銀行窓口、ATM、オンライン）のほか、クレジットカードや

デビットカードを使用して、自国通貨でのオンライン支払が可能です。詳しく

は、以下の案内をご確認ください。

入居時に提出していただく「新入居者へ」のメールアドレス欄には現在お使いの

メールアドレスを 1 つご記入ください。また、メールアドレスを変更されました

ら速やかに事務室までお知らせください。

Flywire利用案内 https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400277650.pdf

※Flywire 発行の請求書を受取るには、Flywire からのメール受信を有効にする必要

があります。寮費請求にかかる大事なお知らせとなりますので、以下のＥメールア

ドレスから確実にメール受信できるように設定ください。

no-reply@flywire.com

以下に、ご注意ください。

1) 宿舎費用は、変更されることがあります。

費用変更が行われる際には、ハウジングオフィス HP ならびに宿舎入居者宛通

知にてお知らせしますので、必ずご確認ください。

2) 入居月と退去月には、１カ月間フルに滞在しない場合、部屋代と光熱水道通信

費には、上記の日額が適用となります。（上記月額を超える額が、請求されるこ

とはありません。）共益費については、入居月と退去月において、滞在日数に関

係なく月額を支払っていただきます。

3) 入居月における日割り計算の開始日は、実際の入居日ではなく、入居許可期間

の初日となります。実際の入居がこの開始日よりあとになった場合、開始日か

ら入居日までの日数が加算されます。なお、別途定めについての通知があった

場合は、この限りではありません。

4) 新規入居者については、初回の請求のときに入居費を支払っていただきます。

入居費は退去後に行う居室の清掃ならびに必要修繕にかかる費用です。（入居

月１回のみのお支払いとなります。

◆入居費

居室 入居費

単身室 1 66,000 円

単身室 2 93,000 円

夫婦室 124,200 円

家族室 157,700 円
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*退去時の室内がひどく汚れている場合、施設の破損・紛失が認められる場合

などには、原状回復のため追加の請求が発生します。詳しくは下記「24.

退去に際しての注意点」をご覧ください。

5) 想定されている以上の電気・ガス・水道が利用された場合、超過分を追加請求す

ることがあります。使い過ぎないように、ご注意ください。

6) 滞在期間を更新する場合、認められた際には１年ごとに更新料を支払っていた

だきます。更新の詳細は「16. 追分ビレッジにおける許可期間・更新申請につ

いて」をご確認ください。

◆更新料

居室 更新料

単身室 1 66,000 円

単身室 2 93,000 円

夫婦室 124,200 円

家族室 157,700 円

7) 費用を支払ったあとはどのような理由があっても払い戻しはできません。

14. 清掃

居室の清掃は、居住者各自が行ってください。事務室で電気掃除機を貸与します。

なお、コミュニティー・ルームや各階ラウンジ使用後には、責任を持って各自で

清掃、整理整頓してください。

15. 居室の変更

居室の変更は、原則、認められません。

16. 追分ビレッジにおける許可期間・更新申請について

追分ビレッジの許可期間は、原則１年間までとなります。

但し、身分により下記期間まで更新申請を行うことができます。

大学院・博士課程所属学生 本学における標準修業年限まで

研究者 本学における採用期間満了日まで

研修医 東京大学病院における研修医研修期間満了日まで

障がい等によって特別支援が

必要な学生およびその介助者
本学における標準修業年限まで

原則、更新希望者については、各自更新希望日の 90 日前までに指定のオンライン

申請システムを通じて、東京大学ハウジングオフィス宛に更新申請を行わなければ

なりません。更新許可者には、新たに「入居許可通知書」が発行され、更新後、月

初めの宿舎料とともに更新料が請求されます。なお、新規渡日者の受入等により、

更新申請をされた場合でも、必ずしも更新許可が与えられる訳ではありませんの

で、予めお含みおきください。
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17. 許可期間の変更について

  本学における在籍／雇用期間に変更が生じた場合は、ご自分の所属部局を通じて

  宿舎許可期間の変更依頼をハウジングオフィスに申し出てください。

  なお、宿舎の居室状況によっては、宿舎許可期間の変更依頼を受けても応じられな

い場合もありますので、予めご了承ください。

18. 設備・備品

追分ビレッジには以下の設備・備品があります。★印の設備・備品には、英語の簡

易使用説明書があります

＜居室内＞

（単身室 1＆2、夫婦室、家族室共通）

キッチン、浴室、洗面所、トイレ；
★インターフォン、★給湯器、★エアコン、冷蔵庫、★IH ヒーター、食器、調理器具、

換気扇、LAN ケーブル、USB 2.0 LAN アダプター、机、いす、ベッド、マットレス、

防水マットレスプロテクター（単身室 2 を除く）、靴箱、クローゼット、本棚、食

器棚、下足箱、カーテン

（＋単身室 2 のみ）

デスクランプ、電子レンジ、洗濯機

（＋夫婦室、家族室共通）

ダブルベッド、ソファ、ダイニングテーブル・いす、洗濯機、収納スペース、

デスクランプ、オーブンレンジ

（＋家族室のみ）二段ベッド

＜共用施設＞

ラウンジとコミュニティー・ルーム 1 の利用については、下記 18.をご覧ください。

ラウンジ

システムキッチン、冷蔵庫、電子レンジ（オーブン機能付き）、テレビ、

会議用テーブルといす

コミュニティー・ルーム 1

DVD プレーヤー、プロジェクタ、会議用机・いす、マイク、アンプ

その他施設・設備

自転車置き場、ごみ置き場、メールボックス、宅配ボックス、

コインランドリー（2F～10F 各フロア）

レンタル備品

アイロン、電気掃除機      

- 使用後はその都度事務室に返却してください。

- (追分ビレッジ事務室を含む）東京大学は、貸出品により、直接的または間接的に生

じた負傷や所持品の損傷に対し、責任を負いません。
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19. 各階ラウンジとコミュニティー・ルーム１の使用について

ビレッジ棟 2F～10F のフロアラウンジをご利用の際は、必ず靴を脱いでください。

靴を履いたまま利用できるのは、1F ラウンジで無料レンタル品を借りるときと、

6F コミュニティルーム（「コミュニティルーム 1」）を利用するときだけです。

各階ラウンジならびにコミュニティー・ルーム１は、下記の基本的な使用ルール

に従いご利用ください。

(1) ラウンジ内には私物を置かないでください。

(2) 冷蔵庫に食材や飲み物などを入れる場合は、すべて部屋番号がわかるよう

にしてください。

(3) ラウンジの利用後は、後片付け・清掃を行ってください。ラウンジ内にゴ

ミを放置せず、必ずゴミ分別に従って処分してください。

20. 在留カードと転居手続き

(1) 海外から入居する方へ

中長期間在留する入国者は、成田国際空港および羽田空港で、在留カードを受領し

ます。（中部国際空港、関西国際空港でも、在留カードを発行します。）

上記以外の空港を利用する場合は、上陸許可を受け、文京区役所で居住地の登録を

行ったあと、在留カードを入手できます。

(2) 既に日本に在住している方へ

文京区以外の国内居住者は、居所の役所に（実際の転出日前に）転出届を提出しま

す。役所は転出証明書を発行しますが、これは文京区役所で転入手続きをする際に、

必要です。登録は移動日から 14 日以内に行わなくてはなりません。

文京区内にお住まいの場合は、追分ビレッジに入居したあとで、文京区役所に転居

届を提出します。

21. 保険

東京大学は、居住者の所有物を補償する保険に加入していません。必要と判断する

場合は、居住者が加入しなくてはなりません。

22. 追分ビレッジの下見（入居許可が下りた方のみ）

既に日本に在住の方、または入居日に先だって来日する方は、事前に追分ビレッジ

事務室と調整することを条件に、追分ビレッジの下見が許可されています。また、

（日本在住の）近親者、受入教官、または受入教官のもとで研究・事務に従事する

方に限り、代理の下見も受け付けています。（これ以外の方の下見は、認めていま

せん。）下見を希望する場合は、遅くとも下見希望日の 3 日前までに、追分ビレッ

ジ事務室宛に E メール（1 ページ参照）で以下の情報を提供してください。

1) 居室番号

2) あなたのお名前（および代理者のお名前)
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3) （入居許可通知書の）許可番号

4) 訪問希望日時（複数挙げてください。）

なお、追分ビレッジ事務室の業務の都合上、職員が随伴できないこともあります。

その場合は、共有スペースだけをご覧いただくことになりますので、ご了承くださ

い。

23. 退去

退去日の 14 日前までに「退去届」を記入し、事務室に提出することで、入居許可期

限を待たずに、退去することができます。期限を過ぎて提出した場合は、（実際の

退去日に関係なく）提出日から 14 日目までの期間が請求の対象となります。

なお、入居許可期間満了にて退去する場合であっても「退去届」は提出しなければ

なりません。退去日の 14 日前までの提出がない場合は、同じく「退去届」の提出日

から起算して 14 日目までの宿舎料等が請求されますので、ご注意願います。

24. 退去に際しての注意点

1) 退去に汚損、破損や残置物がある等、原状回復を要する場合は、これにかかる

    清掃、修繕、処分等の費用を請求します。お香や香水など匂いが残っている場

合にも請求対象になります。

2) 備品を持ち出した場合は、元の品物を返還（破損、紛失した場合は弁償）して

頂きます。

3) 退去時に居室内に残置物がある場合、所有権を放棄したものとみなし、これを

    処分しその費用を請求します。

25. 変更条項

「入居案内」記載の内容および規定等については、変更されることがあります。

「入居案内」の内容および規定等に変更が生じた場合には、東京大学ハウジングオフ

ィスのホームページ上にて、お知らせ致します。

■東京大学ハウジングオフィス HP

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/housing-office/ja/download/index_00001.html

26. アクセス

追分ビレッジの最寄駅は、東京メトロ南北線の「東大前」駅と都営新宿線の

「白山」駅です。空港から鉄道やバスを利用する場合は、以下のサイトなどで

調べると移動経路や所要時間、料金がわかり便利です。

Japan Transit Planner https://world.jorudan.co.jp/mln/en/ （多言語対応）

YAHOO! JAPAN 路線情報 https://transit.yahoo.co.jp/ （日本語のみ）

上記の情報は変更されることがあります。
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27. 追分ビレッジへの徒歩での道順

                    

       

                      ★

    東大前駅からの道順

   白山駅からの道順

注意： 大通りだけが表示されています。狭い

     道は、この地図に描かれていません。

交差点

白山上

交差点

向丘二丁目

本郷通り

追分ビレッジ

白山駅

出口 A2

マ ク ド

ナルド

セブン・

イレブン

都立向丘

高等学校

東大前駅

出口２

文京学院大学

旧白山通り

白山駅

出口 A3

(エレベ

ーター)
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28. 追分ビレッジへの 徒歩での道順入居書類の記入例

(1) 入居届
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(2) 誓約書
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(3) 新入居者の方へ
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(4) 入居許可通知書


